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【年通号数】公開・登録公報2016-003
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【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｋ   1/27     (2006.01)
   Ｈ０２Ｋ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０２Ｋ  21/16     (2006.01)
   Ｈ０２Ｋ  15/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｋ    1/27     ５０１Ｍ
   Ｈ０２Ｋ    1/27     ５０１Ｋ
   Ｈ０２Ｋ    1/22     　　　Ａ
   Ｈ０２Ｋ   21/16     　　　Ｍ
   Ｈ０２Ｋ   15/02     　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月23日(2017.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
固定子鉄心に巻線が巻回された固定子と、前記固定子鉄心の内周面とギャップを介して回
転自在に配置された回転子とを備えた永久磁石埋込型電動機であって、
前記回転子は、複数の磁石埋設孔を有する鋼板を積層してなる回転子鉄心と、前記磁石埋
設孔にそれぞれ収納保持された永久磁石と、それぞれの前記磁石埋設孔において、前記磁
石埋設孔と収納保持された前記永久磁石との間であって前記磁石埋設孔内の周方向の両端
に位置して前記永久磁石が存在しない部分である第１ギャップ部と、を備え、
さらに、前記回転子の外周面は、前記永久磁石の中央部付近に対向して、回転子中心側を
中心点とする複数の第１曲線部と、
前記複数の第１曲線部のうち隣接する第１曲線部間に位置する、一対の第２曲線部と、で
構成され、
前記中心点と、隣接する前記永久磁石間の中間点とを結ぶ直線をｑ軸としたとき、
一対の前記第２曲線部のそれぞれは、一端が前記第１曲線部の端部につながるとともに、
他端が前記ｑ軸上であって前記隣接する第１曲線部どうしを結ぶ前記第１曲線部の延長線
よりも前記回転子の内側において、一対の前記第２曲線部のうち相手方の端部につながり
、
隣接する前記磁石埋設孔のそれぞれの端部であって前記第１ギャップ部と前記鋼板の外周
との間に形成されるブリッジ部と、隣接する前記磁石埋設孔間に形成された前記ブリッジ
部をつなぐ薄肉連結部との板厚は前記鋼板の板厚よりも薄く、
前記ブリッジ部の板厚をｄ２、前記ブリッジ部の径方向の幅をｔ１、前記鋼板の板厚をｄ
１としたとき、ｄ２≦ｔ１＜ｄ１であることを特徴とする永久磁石埋込型電動機。
【請求項２】
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前記第２曲線部は、直線である、請求項１に記載の永久磁石埋込型電動機。
【請求項３】
前記薄肉連結部の径方向の幅が、前記ブリッジ部の径方向の幅よりも大きいことを特徴と
する請求項１または２のいずれか一項に記載の永久磁石埋込型電動機。
【請求項４】
前記鋼板は任意の角度でずらして積層したことを特徴とする請求項１または２のいずれか
一項に記載の永久磁石埋込型電動機。
【請求項５】
前記磁石埋設孔を樹脂または接着剤で封入して前記永久磁石を固定したことを特徴とする
請求項１または２のいずれか１項に記載の永久磁石埋込型電動機。
【請求項６】
前記鋼板と前記鋼板より板厚の小さい前記ブリッジ部との厚み方向の境界面は、前記鋼板
から前記ブリッジ部に向けて厚みが徐々に減少する任意の勾配を持つ曲線または直線で構
成されていることを特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の永久磁石埋込型
電動機。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載の永久磁石埋込型電動機の製造方法であって、
前記複数の磁石埋設孔を有する鋼板を形成する工程において、前記ブリッジ部を形成する
プレス工程の後に、前記磁石埋設孔の打抜き工程を設けたことを特徴とする永久磁石埋込
型電動機の製造方法。
【請求項８】
前記プレス工程は前記鋼板をプレスで潰すことで薄肉化する工程であり、
前記打抜き工程は前記鋼板の薄肉化された部分を打抜いて前記磁石埋設孔を形成する工程
である、請求項７に記載の永久磁石埋込型電動機の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　回転子は、複数の磁石埋設孔を有する鋼板を積層してなる回転子鉄心と、磁石埋設孔に
それぞれ収納保持された永久磁石とを備える。さらに、回転子の外周面は、永久磁石の中
央部付近に対向して、回転子中心側を中心点とする複数の第１曲線部と、複数の第１曲線
のうち隣接する第１曲線部間に位置する、一対の第２曲線部で構成される。中心点と、隣
接する永久磁石間の中間点とを結ぶ直線をｑ軸としたとき、一対の第２曲線部のそれぞれ
は、一端が第１曲線部の端部につながるとともに、他端がｑ軸上であって隣接する第１曲
線部どうしを結ぶ第１曲線部の延長線よりも回転子の内側において、一対の第２曲線部の
うち相手方の端部につながる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　鋼板は、磁石埋設孔の端部と鋼板の外周との間に形成されるブリッジ部を有し、当該ブ
リッジ部の板厚はプレス加工によりブリッジ部以外の板厚よりも薄く構成されている。さ
らに、隣接するブリッジ部は、プレス加工によりブリッジ部以外の板厚よりも薄くした板
厚の薄肉連結部でつながっている。そして、ブリッジ部の板厚をｄ２、径方向の幅をｔ１
、前記鋼板の板厚をｄ１としたとき、ｄ２≦ｔ１＜ｄ１である。また、ブリッジ部は、隣
接する永久磁石の間にのみ設けられており、永久磁石よりも径方向外周側には設けられて
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いない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、図２Ａに示すように、回転子２１の回転中心と一つの永久磁石２４の中央である
磁極中央とを結ぶ直線をｄ軸とし、回転中心と永久磁石２４が互いに隣接するその中間点
とを結ぶ直線をｑ軸としている。さらに、回転子２１の外周面は、永久磁石２４の各々の
中央部付近に対向して、回転子中心側を中心点とする半径Ｒ１の第１曲線部２５と、第１
曲線部２５とｑ軸とを結ぶ第２曲線部２６とで形成されている。そして、第２曲線部２６
の半径Ｒ２は、第１曲線部の半径Ｒ１よりも小さく構成されている。なお、第２曲線部は
直線で構成されていても良い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　つまり打抜き工程後にプレス工程を行う場合では、潰す前の板厚をｄ１とすると、ブリ
ッジ部２８の幅ｔ１はｔ１≧ｄ１であったが、本発明により板厚ｄ２（ｄ２＜ｄ１）へと
薄くしたことで、幅ｔ１も潰す前の板厚ｄ１よりも小さくでき、漏れ磁束を最小限に低減
することが可能となる。
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